
 
鳥 取 県 東 部 広 域 行 政 管 理 組 合 

 

 
 
 
 
 

 

日 時  平成３０年１０月１日（月）１４：００～１６：００ 

場 所  鳥取県東部広域行政管理組合事務局 分庁舎会議室 

― 日 程 ― 

【１】開  会 
 
【２】管理者あいさつ 
 
【３】議  事 
［１］議会定例会（平成３０年１０月１６日招集予定）提出議案 

   １ 平成３０年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第２号） 

    ≪議案第１４号≫（案） ············································ 1 

２ 平成２９年度鳥取県東部広域行政管理組合歳入歳出決算の認定について 

≪議案第１５号≫（案） ············································ 5 

   ３ 鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の一部改正について 
≪議案第１６号≫（案） ··········································· 16 

   ４ 工事請負契約の変更について≪議案第１７号≫（案） ················· 20 

   ５ 専決処分事項の報告及び承認について≪議案第１８号≫（案） ········· 21 

 

［２］その他 
１ 鳥取県東部広域行政管理組合の「消防力カード」について 

２ 八頭消防署庁舎整備事業について 

３ 可燃物処理施設整備事業について 

 

【４】そ の 他 

［１］今後の行事予定について ············································· 24     

［２］その他 

 

【５】閉  会 
 

鳥取県東部広域行政管理組合 

平成３０年度 第３回正副管理者会議 



平成３０年度 第３回正副管理者会議出席者 

 
[ 正副管理者 ] 

職 名 氏 名 

管理者  鳥取市長 深 澤 義 彦  

副管理者 岩美町長 西 垣 英 彦  

副管理者 智頭町長 寺谷誠一郎 

副管理者 若桜町長 矢 部 康 樹  

副管理者 八頭町長  田 英 人  

副管理者 鳥取市副市長 羽 場 恭 一 

 
[ 鳥取県東部広域行政管理組合 ] 

局 職 名 氏 名 

事 務 局 

事務局長 田 中 利 明 

次長兼総務課長 保木本英明 

総務課長補佐兼庶務係長 小清水輝彦 

総務課主幹 瀬 村 義 浩 

福祉環境課長 福 田 克 彦 

施設建設課長 高 田 三 朗 

施設建設課長補佐 前 田 武 彦 

消 防 局 

消防局長 中 谷 隆 人 

次長兼警防課長 渡 辺 定 弘 

消防総務課長 永 原  隆 

消防総務課長補佐 吉 田  正 

情報指令課長 田 住  浩 

予防課長 下 田  斉 

 



【３】議  事 
［１］議会定例会（平成３０年１０月１６日招集予定）提出議案 

１ 平成３０年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第２号） 
  ≪議案第１４号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出補正総額 

      

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

5,375,089 千円 △11,054 千円 5,364,035 千円 

 
ア 歳入補正額の主な内容 

○市町負担金（普通負担金）の減 ····················· △15,529 千円 

〇消防費国庫負担金の増 ································ 4,475 千円 

 
イ 歳出補正額の主な内容 

○可燃物処理施設整備事業に係る業務委託費の減 ······· △15,768 千円 

 （設計監理及び施工監理等業務 外）     

〇平成 30 年 7 月豪雨に伴う緊急消防援助隊派遣経費の増 ··· 4,475 千円 

〇鳥取県救急電話相談事業（#7119）関連経費の増 ··········· 239 千円 

 

⑵ 債務負担行為補正 

     （追加）                       （単位：千円） 

事 項 期 間 限度額 

指定管理者制度に基づき指定管理者

に委託するリファーレンいなばの管

理運営費 
平成31年度～平成35年度 99,224 

指定管理者制度に基づき指定管理者

に委託する因幡霊場の管理運営費 平成31年度～平成35年度 102,952 

指定管理者制度に基づき指定管理者

に委託する白兎グラウンドゴルフ場

の管理運営費 
平成31年度～平成35年度 54,493 

包括民間管理委託する因幡浄苑の管

理運営費 平成31年度～平成33年度 725,077 

  

1



⑶ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                       （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 分担金及び負担金 4,612,711 △ 15,529 4,597,182

２ 使用料及び手数料 10,864 0 10,864

３ 国 庫 支 出 金 0 4,475 4,475

４ 県 支 出 金 5,473 0 5,473

５ 財 産 収 入 48,131 0 48,131

６ 繰 入 金 116,094 0 116,094

７ 繰 越 金 500 0 500

８ 諸 収 入 1,316 0 1,316

９ 組 合 債 580,000 0 580,000

歳 入 合 計 5,375,089 △ 11,054 5,364,035

    

［ 歳 出 ］                                         （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 議 会 費 2,469 0 2,469

２ 総 務 費 85,105 0 85,105

３ 民 生 費 64,352 0 64,352

４ 衛 生 費 1,523,601 △ 15,768 1,507,833

５ 消 防 費 3,308,348 4,714 3,313,062

６ 公 債 費 388,214 0 388,214

７ 予 備 費 3,000 0 3,000

歳 出 合 計 5,375,089 △ 11,054 5,364,035
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２ 平成２９年度鳥取県東部広域行政管理組合歳入歳出決算の認定について 
《議案第１５号》（案） 

 
⑴ 決算規模 

（単位：千円） 

平成 29 年度決算額 
前年度(H28)

決算額 
前年度(H28)対比 

一般会計 
歳入 4,886,444 4,692,813 193,631 (4.1%) の増 

歳出 4,853,907 4,660,801 193,106 (4.1%) の増 

特別会計 
歳入 12,148 7,696 4,452 (57.8%) の増 

歳出 12,082 7,516 4,566 (60.8%) の増 

 

⑵ 決算収支 

ア 一般会計 

実質収支額 32,537 千円 

（歳入総額 4,886,444 千円－歳出総額 4,853,907 千円） 

単年度収支額 525 千円 

（実質収支額 32,537 千円－前年度実質収支額 32,012 千円） 

実質単年度収支額 533 千円 

（単年度収支額 525 千円＋財政調整基金積立金 8千円） 

 

イ 特別会計 

実質収支額 66 千円 

（歳入総額 12,148 千円－歳出総額 12,082 千円） 

単年度収支額 △114 千円 

（実質収支額 66 千円－前年度実質収支額 180 千円） 

 

⑶ 主な事業 

本年度も構成市町の財政状況を念頭に置き、一般財源所要額縮減に努めると

ともに、費用対効果や事務事業の見直しを行い、経費削減に努めた。 
なお、本組合が取り組んだ本年度の主な事務事業は、次のとおりである。 
 

ア 議会・総務・地域振興関連事務 

議会関連事務では、平成29年10月及び平成30年2月に定例会を開催した。
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また、平成 29 年 5 月には臨時会を開催し、湖山消防署へ配備する消防ポンプ

自動車の取得について議決を得た。委員会関係では、平成 29 年 8月に総務消

防委員会及び福祉環境委員会の行政視察が行われた。 

総務関連事務では、本組合人材育成基本方針に基づく人事評価制度につい

て職員研修を実施するとともに、「第 8 次人権尊重社会を実現するための人権

研修・啓発活動推進計画」を策定し、人権問題の解決に向け全職員研修を行

った。 

地域振興関連事務では、因幡ふるさと振興基金の運用益等を活用したソフ

ト事業を行った。主な事業としては、引き続き本組合が事務局を担当する鳥

取・因幡観光ネットワーク協議会にて圏域観光を積極的に推進する一方、平

成 30 年 1 月に設立した日本版ＤＭＯ法人「（一社）麒麟のまち観光局」に対

し、4 月からの業務開始に向け、旅行業取得に必要な経費の支援を行うとと

もに、職員派遣が可能となるよう必要な条例を整備した。 

 なお、このことを受け、鳥取・因幡観光ネットワーク協議会は 3月末をも

って解散となった。 

 

イ 介護認定審査・障害者総合支援審査・休日急患歯科診療関連事務 

介護認定審査事務では、保健・医療・福祉に携わる各分野から推薦された

75 人の委員が、14 合議体で概ね月曜日から木曜日に 7組の審査会を開催し、

延べ 338 回、13,099 件の審査判定を行い、結果を速やかに保険者（構成市町）

へ通知した。 

障害者総合支援審査事務では、知的、精神及び身体の各障害者の審査のた

め、保健・医療・福祉に携わる各分野から推薦された 6人の委員が１合議体

で審査会を開催し、延べ 25 回、549 件の審査判定を行い、結果を速やかに構

成市町へ通知した。 

さらに、休日急患歯科診療業務の運営を引き続き（一社）鳥取県東部歯科

医師会へ委託し、安定的な診療体制の確保を図った。 

 

ウ 生活環境関連事務 

火葬業務では、因幡霊場の施設管理は指定管理者制度を採用しており、（公

財）鳥取県東部環境管理公社を指定している（平成 26 年度から平成 30 年度

までの 5年間）。また、平成 28 年度から平成 30 年度にかけて、火葬炉を構成

する耐火煉瓦等の全面積替えを実施しており、本年度は火葬炉 3基の更新を

行った。 
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不燃物処理業務では、中間処理施設の環境クリーンセンターは施設の稼働

から 20 年が経過しており、老朽化が進んでいた空調機器の全面更新を実施し

た。 

し尿処理業務では、因幡浄苑の運転及び維持管理業務を（公財）鳥取市環

境事業公社に長期包括管理委託している（平成 28 年度から平成 30 年度まで

の 3年間）。また、因幡浄苑から発生する脱水汚泥は前年度に引き続き民間委

託を行い、汚泥の再資源化を図った。 

可燃物処理施設整備事業では、可燃物処理施設の建設予定地の一部が保安

林であったが、平成 29 年 7 月に保安林の指定解除の手続きが整ったことを受

け、敷地造成工事の施工業者の選定を一般競争入札で行い、10 月から敷地造

成工事に着手した。また、建設予定地は埋蔵文化財包蔵地になっていること

から、文化財保護法に基づき埋蔵文化財発掘調査を行った。 

プラント関係については、施設整備及び運営に係る事業者の選定を公平か

つ適正に行うために設置した専門家等で組織する可燃物処理施設整備・運営

事業者選定委員会で、総合評価一般競争入札の募集要項等を審議し、平成 29

年9月に入札公告、平成30年3月に応募者に対する技術ヒアリングを行った。 

 

エ 消防関連事務 

消防業務では、車両更新計画に基づき消防ポンプ自動車 1 台、高規格救急

自動車 1 台を更新し、各署所に配備した。消防局に配備している支援車につ

いては、平成 28 年度から平成 29 年度にかけて更新整備をしており、本年度

は車両ぎ装を行った。また、消防庁舎の整備については、岩美消防署庁舎の

整備事業として、基本・実施設計業務、地質調査業務、地盤変動影響調査業

務等を実施し、平成 30 年度末を竣工予定とする改築工事に着手した。 
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(4)　歳入歳出決算の状況

ア　一般会計

［ 歳 入 ］ （単位：千円）

予算額Ａ 決算額Ｂ 増減（Ｂ-Ａ）

1 4,242,410 4,242,410 0

1 4,242,410 4,242,410 0 普通負担金 3,758,005

運営費負担金 77,206

介護認定審査費負担金 55,722

障害者総合支援審査費負担金 3,852

休日急患歯科診療費負担金 1,697

火葬場費負担金 26,620

不燃物処理費負担金 375,486

不燃物処理場跡地利用施設費負担金 13,851

し尿処理費負担金 176,362

集落排水処理費負担金 97,353

可燃物処理費負担金 360,746

消防費負担金 2,569,110

特別負担金 484,405

不燃物処理費負担金（事業交付税費） 14,667

し尿処理費負担金（事業交付税費） 50,889

可燃物処理費負担金（事業交付税費） 33

消防費負担金（事業交付税費） 125,899

介護認定審査費負担金 127

消防施設建設費負担金 217,790

消防職員退職手当基金積立費負担金 75,000

2 10,987 12,248 1,261

1 4,464 4,672 208 用地使用料（電柱・電話柱等） 415

駐車場使用料 4,257

2 6,523 7,576 1,053 不燃物処理手数料　140.88ｔ 5,213

危険物施設等許可手数料　135件 2,132

火薬類等取扱許可手数料　36件 231

3 4,453 4,453 0

2 4,453 4,453 0 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 4,453

4 6,591 6,591 0

1 6,591 6,591 0 休日等歯科診療所運営費補助金 427

消防防災ヘリコプター運航調整交付金 2,843

航空救命士派遣調整交付金 98

火薬類等取扱事務費交付金 3,223

決　算　額　の　説　明

負 担 金

分担金及び負担金

県 補 助 金

県 支 出 金

使用料及び手数料

款　　　項

使 用 料

国 庫 支 出 金

手 数 料

交 付 金
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予算額Ａ 決算額Ｂ 増減（Ｂ-Ａ） 決　算　額　の　説　明款　　　項

5 58,174 66,096 7,922

1 4,150 4,144 △ 6 鳥取市環境事業公社用地貸付料 3,239

財政調整基金運用利子 8

不燃物処理施設建設基金運用利子 18

可燃物処理施設立地促進基金運用利子 94

退職手当金積立基金運用利子 785

2 54,024 61,952 7,928 物品売払収入 1,458

リサイクル再生資源有価物売払収入 60,494

6 217,608 203,057 △ 14,551

1 217,608 203,057 △ 14,551 可燃物処理施設立地促進基金繰入金 36,852

退職手当金積立基金繰入金 166,205

7 32,012 32,012 0

1 32,012 32,012 0 前年度繰越金 32,012

8 30,930 31,277 347

1 30 30 0 歳計現金等運用利子 30

2 30,900 31,247 347 雇用保険料 186

要保護者の審査判定料 79

光熱水費等負担金 749

平成28年度再商品化合理化拠出金 13,677

退職手当負担金 6,317

建物総合損害共済災害共済金 9,783

その他雑入 456

9 296,200 288,300 △ 7,900

1 296,200 288,300 △ 7,900 火葬場施設整備事業 22,000

火葬炉耐火物全面積替等修繕 22,000

不燃物処理施設整備事業 18,200

環境クリーンセンター空調機器更新 18,200

可燃物処理施設整備事業 30,400

埋蔵文化財発掘調査 30,400

消防施設等整備事業 217,700

岩美消防署整備事業 149,900

支援車（１台） 5,700

消防ポンプ自動車（１台） 38,800

高規格救急自動車（１台） 23,300

4,899,365 4,886,444 △ 12,921

諸 収 入

財 産 運 用 収 入

歳 入 合 計

預 金 利 子

雑 入

組 合 債

組 合 債

財 産 売 払 収 入

繰 越 金

財 産 収 入

繰 越 金

繰 入 金

基 金 繰 入 金
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［ 歳 出 ］ (単位:千円）

予 算 額 決 算 額

1 2,351 2,208

1 議 会 費 2,351 2,208

1 議 会 費 2,351 2,208 職員給与費 651

651

議会開催等運営費（定例会２回外） 1,557

2 93,951 93,007

1 総 務 管 理 費 93,951 93,007

1 一 般 管 理 費 83,408 82,477 職員給与費 56,978

特別職 （８人） 370

一般職 （７人） 56,608

総括事務費 15,972

職員厚生研修費 4,069

庁舎等管理事務費 5,458

2 企 画 振 興 費 10,543 10,530 職員給与費 8,890

一般職 （１人） 8,890

地域振興関連事務費 1,640

3 62,806 61,602

1 社 会 福 祉 費 62,806 61,602

1 介護認定審査費 56,755 55,614 職員給与費 44,566

19,958

一般職 （２人+再任用１人） 22,638

非常勤 （１人） 1,970

介護認定審査システム機器等賃借料 3,870

介護認定審査システム改修費 2,835

介護認定審査事務費 4,343

2 障害者総合支援審査費 3,926 3,864 職員給与費 3,761

1,764

非常勤 （１人） 1,997

障害者総合支援審査事務費 103

3 休日急患歯科診療費 2,125 2,124 休日急患歯科診療業務運営委託費 2,124

4 1,307,672 1,278,873

1 火 葬 場 費 46,727 46,726

1 因 幡 霊 場 46,727 46,726 因幡霊場指定管理業務委託費 16,680

管 理 費 火葬炉耐火物全面積替等修繕費 29,376

管理事務費 670

2 不燃物処理費 494,105 487,555

1 環 境 ク リ ー ン 472,516 466,873 職員給与費 42,359

センター管理費 委員報酬（１５人） 154

一般職 （５人＋再任用１人） 39,860

非常勤 （２人） 2,345

リファーレンいなば指定管理業務委託費 19,440

環境クリーンセンター管理運営委託費 122,543

一般廃棄物中間処理業務委託費 49,961

分別基準適合物再商品化業務委託費 2,008

環境クリーンセンター空調機器更新経費 24,300

18

民 生 費

決　算　額　の　説　明

議員報酬（１８人）

不燃物処理施設建設基金積立金

障害者総合支援審査会委員報酬（６人）

介護認定審査会委員報酬（７５人）

議 会 費

款　　　項 目

衛 生 費

総 務 費
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予 算 額 決 算 額 決　算　額　の　説　明款　　　項 目

施設維持管理費 206,244

22,453

薬品費 5,455

燃料費 2,961

修繕費 124,377

管理事務費等 50,998

2 元 処 分 場 9,107 8,557 水質検査業務委託費 1,576

管 理 費 施設維持管理費 6,981

光熱水費 708

薬品費 1,211

修繕費 2,384

管理事務費等 2,678

3 白兎グラウンド 12,482 12,125 白兎グラウンドゴルフ場指定管理業務委託費 9,720

ゴルフ場管理費 2,405

3 し 尿 処 理 費 331,115 325,622

1 施 設 管 理 費 331,115 325,622 職員給与費 7,723

一般職 （１人） 7,723

因幡浄苑包括管理業務委託費 253,800

し尿等運搬業務委託費 30,524

30,693

管理事務費等 2,882

4 可燃物処理費 435,725 418,970

1 ご み 処 理 施 設 435,725 418,970 職員給与費 48,556

建 設 費 可燃物処理施設整備・運営事業者選定委員会

委員報酬（５人） 175

一般職 （５人＋再任用１人） 48,381

建設事務費 332,269

候補地関連対策費 38,051

可燃物処理施設立地促進基金積立金 94

5 3,055,738 3,044,770

1 消 防 費 3,055,738 3,044,770

1 消 防 総 務 費 2,671,931 2,669,712 職員給与費 2,194,506

一般職 （３１１人＋再任用１２人） 2,190,967

非常勤 （２人） 3,539

退職手当 238,583

総括事務費 33,672

職員厚生研修費 19,312

管理事務費 80,503

庁舎等管理費 18,690

車両関係費 20,998

光熱水費 25,910

燃料費 14,300

電話料 605

音楽隊費 1,065

退職手当負担金 26,278

財政調整基金積立金 8

退職手当金積立基金積立金 75,785

2 予 防 費 3,227 3,188 職員給与費 1,636

非常勤 （１人） 1,636

管理事務費等

消 防 費

光熱水費

一般廃棄物（脱水汚泥）再資源化業務委託費
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予 算 額 決 算 額 決　算　額　の　説　明款　　　項 目

予防業務費 1,363

権限移譲事務費 189

3 612 533 防火クラブ育成費 533

4 警 防 費 20,052 19,923 警防業務費 7,954

救急業務費 9,500

救助業務費 2,469

5 消 防 施 設 費 359,916 351,414 消防施設整備費 194,031

岩美消防署整備事業費 185,998

消防局仮眠室増設工事費 7,150

管理事務費 883

車両機材整備費 82,480

支援車（１台） 5,746

消防ポンプ自動車（１台） 39,031

高規格救急自動車（１台） 28,588

車両借上経費等 9,115

74,903

6 373,849 373,447

1 公 債 費 373,849 373,447

1 元 金 362,510 362,509 長期借入金元金償還金 362,509

事務局庁舎整備事業 7,147

火葬場施設整備事業 1,932

不燃物処理施設整備事業 10,456

最終処分場跡地利用施設整備事業 2,024

可燃物処理施設整備事業 13,214

消防施設等整備事業 327,736

2 利 子 11,339 10,938 長期借入金利子 10,938

事務局庁舎整備事業 963

火葬場施設整備事業 253

不燃物処理施設整備事業 535

最終処分場跡地利用施設整備事業 87

可燃物処理施設整備事業 1,124

消防施設等整備事業 7,976

7 2,998 0

1 予 備 費 2,998 0

1 予 備 費 2,998 0

4,899,365 4,853,907

防 火 ク ラ ブ
育 成 費

指令設備整備費

歳 出 合 計

予 備 費

公 債 費

12



イ　因幡ふるさと振興事業費特別会計

予算額Ａ 決算額Ｂ 増減（Ｂ-Ａ）

1 2,443 2,444 1

1 2,443 2,444 1 因幡ふるさと振興基金運用利子

2 9,524 9,524 0

1 9,524 9,524 0

3 180 180 0

1 180 180 0 前年度繰越金

12,147 12,148 1

予算額 決算額

1 12,127 12,082

1 12,127 12,082

12,127 12,082 東部圏域ＰＲ事業費 12,082

広域観光推進事業補助金 4,000

ＤＭＯ法人設立支援経費 8,027

関連事務費 55

2 20 0

1 20 0

1 予 備 費 20 0

12,147 12,082

［ 歳 出 ］

歳 出 合 計

因幡振興事業費

因幡振興事業費

予 備 費

予 備 費

1 ふるさと振興
事 業 費

（単位：千円）

（単位：千円）

決　算　額　の　説　明

款 項 決　算　額　の　説　明

繰 入 金

歳 入 合 計

因幡ふるさと振興基金繰入金

款 項

目

基 金 繰 入 金

財 産 収 入

財 産 運 用 収 入

繰 越 金

繰 越 金

［ 歳 入 ］
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(5)　財産の状況 （単位：㎡・台・個）

増 減

土　地 193,479 1,438 0 194,917 行政財産 191,336

（地積） 　・事務局 693

　・因幡霊場 23,062

　・元末恒不燃物処分場 4,051 (+490)

　・環境クリーンセンター 82,628

　・因幡浄苑 12,308

　・コンポストセンターいなば 5,395

　・消防庁舎関係 13,151 (+1)

　・可燃物処理施設建設地 50,048 (+947)

普通財産 3,581

3,581

建　物 31,477 0 0 31,477 行政財産 31,477

（延面積） 　・事務局庁舎 658

　・因幡霊場 3,266

　・元末恒不燃物処分場 173

　・環境クリーンセンター 9,180

　・リファーレンいなば 2,683

　・因幡浄苑 3,768

　・コンポストセンターいなば 2,395

　・白兎グラウンドゴルフ場 408

469

　・消防庁舎 8,477

山　林 5,611 287 0 5,898 行政財産 5,611

（面積） 　・可燃物処理施設建設地 5,611 (+287)

物　品 95 12 8 99 備品関係 99

　・車両関係 59 (△3)

　・救急関係 13

　・救助関係 11

　・その他 16 (+7)

(6)　基金の状況 （単位：千円）

積立額 取崩し額 計

8 0 8

18 0 18

94 36,852 △ 36,758

75,785 166,205 △ 90,420

0 9,524 △ 9,524

75,905 212,581 △ 136,676

(7)　長期債の状況 （単位：千円）

借入額 元金償還額

事務局庁舎整備事業債 0 7,147 22,946

22,000 1,932 66,568

不燃物処理施設整備事業債 18,200 10,456 139,927

0 2,024 8,104

30,400 13,214 238,755

消防施設等整備事業債 217,700 327,736 1,810,742

288,300 362,509 2,287,042

　・ペットボトルリサイクルセンター

341,942

825,474

決算年度末
現 在 高

現　在　高　の　内　訳（前年度からの増減）

　・因幡浄苑（鳥取市環境事業公社貸付分）

決算年度末現在高

1,387,779

決算年度末現在高

26,428

62,330

131,605

合　　計 2,361,251

前年度末現在高
増　　減　　額

増減額
区　　分

1,920,778

合　　計

26,420

62,312

834,998

1,524,455

168,363

432,362

46,500

可燃物処理施設整備事業債 221,569

区　　分

財政調整基金

不燃物処理施設建設基金

可燃物処理施設立地促進基金

前 年 度 末
現 在 高

最終処分場跡地利用施設
整備事業債

前年度末現在高

30,093

132,183

10,128

退職手当金積立基金

因幡ふるさと振興基金

火葬場施設整備事業債

区　　分

決算年度中増減高
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(8)　施設等の運営状況

決算年度実績 前年度実績 増　　　減

13,099 13,629 △ 530

549 676 △ 127

700 741 △ 41

人　　　体 2,766 2,763 3

そ　の　他 1,310 1,242 68

計 4,076 4,005 71

13,635 13,821 △ 186

11,103 11,497 △ 394

28,965 31,033 △ 2,068

し 尿 等 19,200 22,329 △ 3,129

集落排水汚泥 21,663 21,920 △ 257

計 40,863 44,249 △ 3,386

70 66 4

10,844 10,470 374

10,334 9,937 397

　白兎グラウンドゴルフ場利用者数

　火災発生件数

　救急搬送人数

　救急出動件数

　リファーレンいなば来館者数

　因幡浄苑搬入量

（単位：件・人・ｔ・ｋl）

　介護認定審査会審査判定件数

　環境クリーンセンター搬入量

　因幡霊場利用件数

　障害者総合支援審査会審査判定件数

　休日急患歯科診療所受診人数
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３ 鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の一部改正について 

  ≪議案第１６号≫（案） 

 

議案第 号 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の一部改正について 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の一部を改正する条例 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例（平成１７年鳥取県東部広域行政

管理組合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第２項」の次に「（これらの規定

を番号法第２６条において準用する場合を含む。）」を加え、同号を同条第７号とし、

同条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を削り、同条第２号中「番

号法」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）」に改め、同号を同条第４号

とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑶ 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第２条第４項に規定する要配慮個人

情報をいう。 

第２条第１号中「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」を「次のいずれ
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かに該当するもの」に改め、同号ただし書中「であって、個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。

以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。）をその内容に

含まないもの」を削り、同号に次のように加える。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図面若しくは電

磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された

一切の事項（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５８号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）第２

条第３項に規定する政令で定めるものをいう。以下同じ。）を除く。）をいう。

以下同じ）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第２条中第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑴ 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。 

第６条第４項中「第２項第２号」を「前項第２号」に改め、同項を同条第５項とし、

第３項を削り、同条第２項第１号中「法令又は条例（以下「法令等」という。）」を

「法令等」に改め、同項第８号中「鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報

保護審査会（以下「審査会」という。）」を「審査会」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、

要配慮個人情報を収集することができる。 

⑴ 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 
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⑵ 前号に掲げるもののほか、実施機関が、鳥取県東部広域行政管理組合情報公

開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いて、個人情報

を取り扱う事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができない

と認めるとき。 

第８条の２第２項中「前項」を「第１項」に、「保護の」を「安全を守る」に、

「のために保有特定個人情報を」を「に保有特定個人情報を自ら」に改め、同項ただ

し書中「利用目的以外」を「その収集した目的外」に改め、「自ら」を削り、「よっ

て」を「より」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法別表第２の第４欄に掲げる特定個

人情報であって当該実施機関の保有する保有特定個人情報であるものを利用するこ

とができる。 

第１４条第１項中「保有個人情報」の次に「（保有個人情報に該当しない保有特定

個人情報を含む。以下この章において同じ。）」を加える。 

第１７条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 

第２８条の２中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条

第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を、

「第２項」の次に「（これらの規定を同法第２６条において準用する場合を含む。）」

を加える。 

第２９条第１項第１号中「、第２項及び第３項」を「から第４項まで」に、「第２

８条」を「第２９条」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条第４項の改正規定、同条第

４項を同条第５項とし、同条第３項を削る改正規定、同条第２項第１号及び第８号

の改正規定、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に２項を加える改正規定、第

２９条第１項第１号の改正規定並びに次項の規定（鳥取県東部広域行政管理組合情
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報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年鳥取県東部広域行政管理組合条例第

２号）第２条第２号の改正規定に限る。）は、平成３１年１月１日から施行する。 

 （鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

２ 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条各号列記以外の部分中「第２条第３号」を「第２条第１号」に改め、同条

第２号中「第６条第２項第８号」を「第６条第４項第８号」に改め、同条第３号中

「第２条第３号」を「第２条第５号」に改める。 

 （準備行為） 

３ 実施機関は、この条例による改正後の第６条第３項第２号の規定により鳥取県東

部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くこととされている

事項については、附則第１項ただし書の規定による施行の日前においてもその意見

を聴くことができる。 

 

 

提案理由 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の定義を明確化し、及び要

配慮個人情報の取扱いを定めるとともに、所要の整備を行うためである。 
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４ 工事請負契約の変更について≪議案第１７号≫（案） 

 

議案第 号 

 工事請負契約の変更について 

平成３０年２月９日議決された議案第１０号（工事請負契約の締結について）の一

部を次のように改める。 

  平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

  

 平成３０年２月９日議決された議案第１０号第６項中 

 

                 を 

 

          に改める。 

 

 

提案理由 

 岩美消防署改築（建築）工事請負契約の変更について議決を得るためである。 

「金２５８，１２０，０００ 

 （うち消費税及び地方消費 

円 

税の額 金１９，１２０，０００円」 

「金２７０，４８６，０００円 

 （うち消費税及び地方消費税の額 金２０ 

 

，０３６，０００円」 
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５ 専決処分事項の報告及び承認について≪議案第１８号≫（案） 
   平成３０年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第１号） 
   専決処分日：平成３０年８月８日 

 

⑴ 歳入歳出補正総額 

      

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

5,360,689 千円 14,400 千円 5,375,089 千円 

 
ア 歳入補正額の主な内容 

○市町負担金（普通負担金）の増 ······················· 14,400 千円 

 
イ 歳出補正額の主な内容 

〇可燃物処理施設整備事業に伴う敷地造成工事関連経費の増 ···· 14,400 千円 

（補償、補填及び賠償金）  
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⑵ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                       （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 分担金及び負担金 4,598,311 14,400 4,612,711

２ 使用料及び手数料 10,864 0 10,864

３ 国 庫 支 出 金 0 0 0

４ 県 支 出 金 5,473 0 5,473

５ 財 産 収 入 48,131 0 48,131

６ 繰 入 金 116,094 0 116,094

７ 繰 越 金 500 0 500

８ 諸 収 入 1,316 0 1,316

９ 組 合 債 580,000 0 580,000

歳 入 合 計 5,360,689 14,400 5,375,089

    

［ 歳 出 ］                                         （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 議 会 費 2,469 0 2,469

２ 総 務 費 85,105 0 85,105

３ 民 生 費 64,352 0 64,352

４ 衛 生 費 1,509,201 14,400 1,523,601

５ 消 防 費 3,308,348 0 3,308,348

６ 公 債 費 388,214 0 388,214

７ 予 備 費 3,000 0 3,000

歳 出 合 計 5,360,689 14,400 5,375,089
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【４】そ の 他 
［１］今後の行事予定について 

 

日 時 会議名等 場 所 備 考 

１０月９日（火） 10:00～ 議会運営委員会
鳥取市役所 

会議室 
 

１０月１６日（火） 

１０月１７日（水） 

10:00～

10:00～
議会定例会 

鳥取市役所 

議場 
正副管理者出席

 
      

［２］その他  
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